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本文

Abstract: In this paper, we clarified the actual condition and its factors of its various 

forms of sixth industrialization of agriculture in Japan. It can be summarized into the 

following four points. First, it was shown that the policy content of the sixth 

industrialization of agriculture is diverse compared with that of the advocate. Secondly, 

the regional support center for the Sixth Industrialization Policy was diversified as not 

necessarily related to agricultural organizations, but also SME related organizations 

and other tourism organizations. Third, due to the regional agricultural production base 

and agriculture related industrial infrastructure, regional differences in the certification 

status of the Sixth Industrialization Policy are caused, which became a cause of 

diversification of the establishment of the Sixth Industrialization. Fourth, we showed 

that diverse sixth industrialization has been established even if it is confined to the 

same area, such as the Chugoku area of a small-scale agricultural management area, 

which is regarded as a difficult area for sixth industrialization by policy.
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１．はじめに

近年、日本および中国において農業の六次産業化の議論が行われ、それを推進する政策が

実施されると共に、これに対する実証的・理論的研究が進められ、その課題も示されている。１）

課題の一つとしては、その考察対象が個別農業経営に関するものから地域社会全体に対する

ものがあり広範囲となっており議論が「混乱・誤解」していること、二つには、目指す方向

が不明確で農業経営体が商工部門を内部化するか、商工部門と連携するかという点であると

する。２）　こうした実証的研究に基づく課題の指摘に対して理論的研究成果は多く見られな

いが、その整理が始められ、六次産業化にみられる企業統合や連携による農業所得向上に向

けた経済・経営理論を提示している。３）　これらの研究成果の指摘は、六次産業化法が施行

された2011年以降行われてきた政策と実証研究の中で明らかになってきたものであるが、こ

こで示されている課題に関しては、対象が広範囲で多様化してきたのは事実として、そうなっ

ている対象者や時期・場所といった内的外的要因との関連やそれらの相互関連についての考

察が不十分となっている。また、理論については、統合や連携の理論と農業への援用方法の

指摘はあるが、農業の六次産業化の成立要因、どのような農業経営体が対応できるのかの考

察が不十分である。つまり、六次産業化を事業体が行うことの経営理論として注３）に示す

２論文ともマイケル・ポーターの価値連鎖（Value chain）の援用により、六次産業化によ

る多くの付加価値を効率的に事業体に取り入れることをその経営行動の誘因として説明して

いるが、どのような事業体が価値連鎖による経営成果を実現しようとし、それが実現できる

のか、事業体の価値連鎖はどのような過程を経て実現するか、その要因は何かといった特に

農業の六次産業化における成立要因についての検討がされていない。こうした経済変化の中

での成立要因を考察する場合、Ｊ．シュンペーターの経済発展理論を援用し、そのイノベー

ションとそれを推進する企業家の成立要因の考察を行うがこのことは多様な農業の六次産業

化の要因を示すことになる。４）

本稿では、これまでの研究成果で指摘されたような六次産業化政策実施により現れた多様

な六次産業化の事業実態と多様化する要因をその政策内容とそれを受け入れる農業生産基盤

の地域性との関連を考察することにより明らかにし、日本の中において小規模農業経営規模

で条件不利地域と言われる中国地方を事例に多様化による諸類型とその成立要因についてみ

ることにする。５）

２．多様な農業の六次産業化を生成する政策内容

１）事業主体の多様化―提唱者の農業の六次産業化との比較―

六次産業化政策に示される「六次産業化」という用語は、1990年代に今村奈良臣氏によっ

て提唱されてきたものであり、その考え方によりこれまでも多くの地域で実践されてきた。６）　

つまり、その提唱者である今村奈良臣氏自身は、1996年の論文で「「一次産業」と「二次産業」

と「三次産業」を足し算すると「六次産業」ということになる」とし、「これまで農業は農
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業生産過程のみを担当するようにされて ･･･ 二次産業的な部分 ･･･ 食料品製造企業や肥料

メーカーに取り込まれ、三次産業的部分 ･･･ 卸売・小売業やサービス企業に取り込まれてい

た ･･･ 農業の分野に可能なかぎり取り戻そうではないか、という提案」であると規定した。

その後、2010年になって今村氏は、別の論文で「足し算では不十分で、掛け算で考えていく

べき」とし、その理由として「農業や農村が衰退してしまっては、０×２×３＝０となって

六次産業の図式が成り立たなくなる ･･･ 農業、農村に活力があり元気であってこそ六次産業

が成り立つ」、「六次産業が本当に成功を収めるためには ･･･ 単なる寄せ集め（つまり足し算）

では不十分で ･･･ 有機的・総合的結合（つまり掛け算）を図らなければならない」とすると

した。ここでは、農業が、「二次産業的な部分」、「三次産業的な部分」に「取り込まれていた」

部分を「取り込まれ」ることが「衰退」に繋がるため、それを「取り戻そう」とすることで

あるとしている。

これに対し、六次産業化政策による六次産業化概念を「一次産業としての農林漁業と、二

次産業 ･･･ 三次産業 ･･･ との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付

加価値を生み出す」という取組とし、具体的にみると「農林漁業者等が主体 となって、自

ら生産した農林水産物等を活用した新商品を開発する取組や、既存の販売ルートではなく、

直接消費者に販売するなどにより新たな販路を開拓していく取組など」としている。７）　つ

まり、六次産業化政策では、「農林漁業者等」が「単独又は共同の事業として農林水産物等

の生産及びその加工又は販売を一体的に行」い、それによる「農林水産物等の価値を高め、

又はその新 たな価値を生み出す」事業を総合化事業としている。８）　ただ、その事業計画

の認定要件における事業主体を「農林漁業者等が行うもの」とし、具体的には「農林漁業者

（個人・法人）農林漁業者の組織する団体（農協、集落営農組織等）」をあげ、「任意組織も可」

とする。さらに「事業主体の取組を支援する者を促進事業者（機械メーカー、食品メーカー、

小売、ＩＴ企業等。事業規模は問わない）として計画に位置づけることが可能」としている。９）

このような事業主体を対象としつつ、それらの関係は、あくまで「農林漁業者等」が主体と

なって「ネットワークを構築」し「加工適性のある作物の導入、新商品開発、販路開拓、加

工・販売施設等の整備等」を行うことに対して支援するとしている。このように六次産業化

政策は、農林漁業者等が単独ではなく、それを主体としてその「促進事業者」と「ネットワー

クを構築」して六次産業化を実現しようとするものとなっているため、個人・法人の農林漁

業者単独ではなく、その団体も事業主体とし、事業主体の取組を支援する農外企業も支援組

織として事業計画に参加が認められる内容となっており、事業内容が広域で多様化する要素

が含まれ、提唱者である今村氏の概念と比較すると各産業が並列視され、農林漁業者の事業

実施の主体性は希薄化されており、その結果、事業主体が多様化するものとなっている。

２）政策実施内容の多様化

六次産業化政策における事業認定は、定められた内容により総合化事業計画を作成し、そ

れを農林水産大臣が認定することになっている。10）　この認定要件の事業主体は前項に示し
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たが、事業内容は、「自らの生産等に係る農林水産物等」について「ア）その不可欠な原材

料として用いて行う新製品の開発、生産又は需要の開拓」、「イ）新たな販売の方式の導入又

は販売の方式の改善」、「ウ）ア又はイに掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善」

というこれまでにない「新商品の開発・生産」であり、「新たな販売方法の導入」とされて

いる。しかも、その対象品目、事業主体の指標、計画期間、経営改善として、それぞれ「ア）

対象商品の指標（農林水産物等及び新製品の売上高が５年間で５％以上増加すること）」、「イ）

事業主体の指標（農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終

了年度は黒字なること）、「５年以内（３～５年が望ましい）」、「次の２つの指標の全てが満

たされること」とされているために、５年という期間に確実に利益を上げる見通しを持つ全

く新しい商品開発をすでに保有している事業主体と限定されているために、これまでに生産

過程の良質品を効率的に生産する技術革新に努める「ものづくり」に専念してきた日本にお

ける多くの小規模農業生産者には困難な内容となっていた。11）

こうした多様な内容を含む六次産業化政策を実現するためにそれを支援する対策も多様な

ものとなっており、それを示したのが図１である。

図１　六次産業化支援対策の概要（平成27年度予算概算決定額　2,684百万円）
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この図に示されるとおり、六次産業化政策は、総合事業計画の構想段階から認定される。

この支援策は、事業者支援から人材育成、普及啓発に及び、生産基盤の確立、六次産業化へ

の着手にいたる起業支援研修から事業拡大の事業展開まであり、地域の拡がりも都道府県域

からそれを越える広域まで多様な領域となっており、この事業の支援組織も都道府県域にお

いては都道府県サポートセンター、地方農政局、それより広域のものに対しては中央サポー

トセンター、農林水産省本庁が支援している。また、この事業の具体的支援策について農業

改良資金融通法等の特例、六次産業化ネットワーク活動資交付金については、農業者と商工

業者が並列扱いを受ける農商工等連携促進法と同一であるため先述した六次産業化政策内容

と同じく農業の六次産業化が希薄化されることとなり、多様な六次産業化が成立する要因の

一つになっている。12）

３．多様化した六次産業化支援組織と事業の形態

１）多様化した六次産業化事業

農業の六次産業化政策が提唱者のそれと異なり多様な形態となる内容を含んでいることを

指摘したが、それを支援する組織も一様なものではなく地域差があり、そのことが多様な六

次産業化を出現することとなった。六次産業化の支援組織を都道府県別に示したものが表１

である。

この表に掲げる六次産業化の支援組織は、地域サポートセンターであるが、都道府県域の

事業を支援する組織である。13）　この組織は、「農林漁業者の六次産業化、農商工等連携又

は地産地消（以下「六次産業化等」という）の取組を ･･･ サポートするため」設置され、「学

識経験者等を委員とする検討委員会を設置・開催し、六次産業化等に取り組む農林漁業者等

に対する民間の専門家」という「六次産業化プランナー」による活動支援が実施されている。

このように「農林漁業者の六次産業化」だけではなく、「六次産業化等」の取組を支援する

ために各地域の事情によりサポートセンターの種類も表に示されるように多様化している。

現在設置されている全国46道府県の地域サポートセンターの中で最も多いものが「農業関係」

の14で30.4％、次いで「中小企業」９が多く、19.6％、「行政」６、13.0％となっており、「行

政」では、その半数が農業関係部署となっている。これら以外の「その他」は17、37.0％となっ

ているが、道府県域における農業を含む産業全体の連携による事業推進を支援する地方独立

行政法人や公益財団法人、さらに行政も支援する地域の産業を対象とする協議会という公的

な性格を持つ支援組織が９、19.6％と最も多くなっている。こうした公的性格の六次産業化

支援の他に、株式会社の支援組織がある。その中で旅行業のＪＴＢ沖縄は「地域資産の融合

食農×観光文化」として「県産食材の接触（消費）機会創出×体験観光メニュー化による観

光満足度の向上×沖縄県食材の認知拡大×関連県産品の消費拡大」を行い、また、ＪＴＢ西

日本では、「地域（支援者）とバイヤーとが連携し 「地域交流会」と「商談会」を実施する

ことで、六次産業化認 定事業者から商談会への参加経験がない事業者にも活用いただける
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支援を目指します」として「⃝六次産業化認定計画で開発された商品を申込サイトへ登録し

た事業者（http://jtb-matching.com/japanfood2016/）⃝農商工連携などで開発された商品を

申込サイトへ登録した事業者」等を対象とした「全国キャラバン！食の発掘商談会」を実施

している。14）

このような六次産業化支援組織は、農業者の農産物加工、販売に繋げる技術的支援による

ハード面の機能付加による新商品開発から、商工業者の販売方法支援による農産物を食材と

してソフト面の機能付加による新商品開発まで支援実施により多様な六次産業化形態を形成

させることとなっている。

２）六次産業化の多様な事業形態

六次産業化法は、2013年３月１日から施行され、支援組織により支援され、申請が行われ

認定を受けることとなったが、その事業形態について初年度の2013年度から2016年度までに

六次産業化法により認定された総合化事業計画の事業内容をみたものが表２である。

この表の事業内容で最も多いのが「加工・直売」である。この事業は「地域資源を活用し

た農林漁業者等による新事業の創出等」としているため、それによる産業種類としては「１

×２×３」次産業による六次産業となっている。ただ、この表の認定された事業内容から産

業種類をみると二番目に多い「加工」は「１×２」の２次産業化となっており、こうした産

表１　六次産業化地域サポートセンター（2017年９月15日現在）
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業化も政策の事業対象に含まれているために多様な形態の六次産業化の事業内容形態となっ

ている。このことは、表の脚注に示した「その他」の産業種類からも言うことが出来、「直売」、

「輸出」、「レストラン」は「１×３」で「３次産業」となっているが六次産業化の政策対象

事業となっている。この表の認定件数は、その年度末時点のそれまでの累計数であるが、何

れの事業内容も増加傾向にある。「加工・直売は、初年度以来、認定件数全体の半数以上となっ

ているが、そのウエイトは2014年度をピークにして減少している。「加工」については、認

定件数は増加しているがそのウエイトは年々減少している。これに対し、「その他」は認定

件数が2016年度に初年度の５倍近くになり、そのウエイトも増加していることからこのこと

からも事業の多様化が進んでいることが窺える。このことを2018年４月27日現在の農林水産

省数値で見ると、「直売」が3.1％、「加工・直売・輸出」が1.7％、「輸出」が0.4％、「レスト

ラン」が0.4％と「直売」が最も多くなっており、この増加が反映していると思われる。15）

４．六次産業化政策の事業内容と事業対応の地域差

１）地域別農業生産関連六次産業化の取組と認定状況

六次産業化の事業対応を示す事業進捗状況について、農林水産省による「六次産業化・地

産地消法に基づく事業計画認定の概要」（累計）による認定件数と「平成27年度六次産業化

総合調査報告」の両方から見たものが表３である。

農産物で加工品を作り、それを農産物直売所で販売して付加価値を農業にもたらし、農家

民宿、農家レストランをすることにより農業所得を向上させようとする動きは、六次産業化

法が成立する以前から存在しており、その統計数値は「六次産業化総合調査報告」として

2010年度分から公表されている。その中の一部が六次産業化法に基づき認定されているので

ある。表３にみられるとおりこの認定件数は、全国に存在する六次産業化事業体数の3.2％

となっている。この割合と各地域の割合を比較するとその地域の六次産業化事業体の中で沖

縄の認定件数が最も多く、次いで、近畿、九州、東北となっており、関東、東海、中国四国、

北陸はその割合が低くなっている。ただ、関東東山、東海は、これと同じことは、認定件数

と事業体数のそれぞれの全国における割合からも見ることが出来る。ただ、事業体数をみる

と関東は、全国の３割以上となっており、認定件数も16.9％占めており、この地域の六次産

表２　総合化事業計画認定件数
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業化数が多いことが分かる。同じく事業体数は、東北、九州が多く、近畿が続いているが、

その内、東北は認定件数が少ないが、近畿、九州は多くなっている。１県当たり認定件数を

みると認定件数の多い地域ほど多くなっており、中国、特に島根はこれらの数のいずれも少

なくなっている。

こうした六次産業化の量的状況の中で事業規模について「総合調査報告」からみると、１

事業体当たりの事業額は、四国が最も大きく、東海、北海道が続いている。東北、北陸、関

東、近畿が小規模となっている。ただ、この事業規模は、農業経営体と農協等の事業が含ま

れているため、それを分けてみると前者は後者の10分の１に満たない規模となっている。そ

の中で農業経営体の事業規模は、東海が最も大きく、九州、沖縄、北海道が続いている。ま

た、農協等の事業規模をみると北海道が最も大きく、四国、沖縄、東海、九州が続いており、

四国は、農協等の事業規模が大きいため、１事業体の事業額が大きくなっていることが分か

る。

これらのことから関東をはじめ東北、近畿は、小規模な六次産業化をする事業体が多く存

在し、北海道は、農業経営体、農協等とも他地域に比べ大規模な事業を行っていることが分

かる。北海道と類似しているのが東海、九州、沖縄で他地域より大規模な事業を行っている。

ここで中国をみると農業経営体、農協等の事業規模がいずれも他地域より小さく、島根はさ

らに小規模となっているのである。

３）事業推進基盤の地域差

六次産業化事業の進捗状況に地域差の存在が明らかになったが、同じ六次産業化法という

行政支援の下での差異は、そこに農家の主体的客体的差異と六次産業化事業を実現させる経

営環境が存在したのである。そのことについて農家の六次産業化に向けた経営基盤の農畜産

表３　地域別６次産業化総合計画と認定状況
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物産出力について１県当たりの認定件数と農畜産物産出額を主な農畜産物について比較し、

また、六次産業化による新産業創出のための経済基盤について食料関連産業との連携機会基

盤という点から１県当たりの認定件数と食料製造業の出荷額、事業体数およびその規模とい

うことから１事業体当たりの出荷額との関連について示したのが表４である。

表４　１県当り食料品製造業と農家の販売力

この表によると１件当たりの農業の六次産業化の実現状況が最も高いのは、北海道で、東

海、近畿、東北と続き、最も低いのが中国四国と北陸となっている。北海道は、農業産出額

が全国平均の６倍と大きく、１農業経営体も４倍余りと最も大規模経営となっており、農業

の六次産業化が成立する基盤が存在している。北海道の農業の六次産業化の農畜産物別認定

件数は、野菜と畜産物が同じ割合で、それらの合計が６割近くとなっているが、畜産物の農

業産出額だけて６割近くと特化しており、それに続く野菜と合わせると８割近くに達してい

ることからこれらの六次産業化の農業経済基盤が存在する結果となっている。さらに北海道

は、従業員４人以上食料品製造業の出荷額、その事業体数が日本の地域別では最も多く、そ

の１事業体当たりの規模も関東に次いで多いことから、この食料品製造業との連携による六

次産業化を成立させる機会が多く存在している。東海、近畿については、野菜の六次産業化

が多くなっているが、東海の野菜の農業産出額割合が全国平均を上回るものの、農業産出額

および１農業経営体の規模についても全国平均を下回っており、これだけで農業経済基盤か

ら六次産業化の成立要因の存在の説明はできないが、食料品製造業の出荷額、事業体数およ

び１事業体の規模は、全国平均を上回っており、食料品製造業との連携による六次産業化の

成立要因が多く存在している。これと比べて東北は、米の六次産業化割合が全国平均を大き

く上回っているが、これは、１県当たりの農業産出額は全国平均を上回り、しかも米の産出

額割合が全国平均を大きく上回っていることから米の六次産業化の農業経済基盤が存在して

いる。東北の食料製造業は、出荷額、事業体数、規模ともに全国平均を下回っており、東海、
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近畿と対照的で農業主体の六次産業化の傾向が強くなっている。これと同じ傾向を示すのは、

農業経済基盤が存在し、食料品製造業が相対的に低い地域の沖縄、九州、北陸、中国四国と

なっている。これらの地域に属さない関東は、東京周辺の大都市地域から長野、山梨、静岡

を含む農政歔欷地域となっていることから県別の検討が必要と思われるが、１県当たりの農

業産出額、食料品製造業の出荷額、事業体、規模ともに全国平均を上回っているにも関わら

ず農業の六次産業化が進んでいないのは農業経営体の産出額規模が大きく農業の産業化を独

自に進めているといえる。

４）事業内容の地域差

農業の六次産業化の事業内容は、地域により違いがみられるがそれを示したものが表５で

ある。
表５　１県当たり地域別事業別六次産業化の実施状況

これは、表４の六次産業化政策による認定件数とは異なり全国に広がる農業の六次産業化

政策認定も含む内容となっている。ここには地域別の１県当りの事業総額、事業件数と１事

業体当りの事業総額を示してあるが、表４に示した内容と同じく北海道が事業総額、事業体

数が最も多く、事業規模も全国平均よりも大きく、農業の六次産業化が最も進展している地

域となっている。ただ事業規模に関しては、九州が最大で、東海と沖縄が北海道を上回って

いる。こうした農業の六次産業化の事業量と事業規模について事業内容についてみると、各

地域とも農産物の加工と農産物直売所の割合が高く、これらで８～９割を占めており、表４

の食品製造業との連携機会により六次産業化の存立の関連を見たことの整合性を示してい

る。ただ、北海道の農産物の加工の事業総額、その割合が大きく、他地域と比べて大規模と
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なっており、他地域が事業総額および事業規模において農産物直売所が農産物の加工より大

きいことと異なる傾向を示している。北海道以外の地域では、東北、北陸の事業総額が他地

域よりも少なく、その事業規模も小規模であることが特徴である。これは、北に位置し積雪

により表４に示した通り冬場の野菜を中心とした農産物が少ないことがその要因である。北

海道については、表４に示した通り畜産物の加工を大規模に行っている結果が表５に表れて

いるといえる。農産物の加工、農産物直売所以外の事業において特徴的であるのは農家レス

トランで、事業規模では東海が北海道の農産物の加工、沖縄の農産物直売所に次ぐ大きさで、

それに沖縄が続き、事業総額では北海道、東海、九州が他地域より大きくなっている。この

他、観光農園については、事業規模で東海、沖縄、事業総額と事業体数では北海道、関東が

他の地域を大きく上回っており、農家民宿では北海道、沖縄の事業総額、事業体数が大きく

なっている。観光農園、農家民宿は、自然資源の観光地が多くある北海道と沖縄、自然資源

と共に大都市のある関東、東海に多く存在している。

５．農業の六次産業化諸類型と成立要因

―小規模農業経営地域の中国地方を事例に―

１）企業者としての個別農業経営者による六次産業化 16）

―高品質商品・富裕層ターゲットとした岡山県新見市哲多町㈱Ｋファーム―

（１）農業参入経緯と独自な技術革新基盤の成立過程

これまで多様な形態の農業の六次産業化の成立をみてきたが、ここでは、まず、個別農業

経営者による六次産業化の成立要因について事例をとおしてみることにする。六次産業化の

成立については、農産物の生育環境が良く多様な農畜産を産出する地域、北海道のような平

坦で広大な地域で効率的生産が出来る地域、観光資源や大都市近郊で多様な需要の存在する

地域に多く進展していることを見てきたが、ここではそうした外的経営環境の条件不利な小

規模農業地域である中国地方にある事例を取り上げてみることにする。確かに一般的な経営

環境が不利であるが、その環境を生かして六次産業化の成立条件を明らかにすることはすべ

ての地域の成立条件の解明に繋がるからである。

ここで示す岡山県新見市哲多町（2005年３月にそれまでの新見市と阿哲郡大佐町、神郷町、

哲西町、哲多町が合併して新しい新見市が成立した）にある㈱ＫファームのＫ氏は、1998年

に東京から脱サラしてこの地へ移転してきたＩターン者の農業経営者である。それまで「東

京の旅行代理店に勤め、添乗員や海外駐在を経験」し、外国人と仕事をするうち「余裕ある

生活、自然の恵みを感じながら暮らすことに興味が湧いた」ということ、この地が「住宅面

で条件が良かった旧哲多町を人生の再スタート」ということで農業に取り組むこととなった。
17）　このことからＫ氏は、農業生産の経験はないものの農外企業勤務による企業経営実務、

海外勤務によるグローバルな社会経験から企業者として農業経営を行う機能を発揮すること

がこれらの未経験者より多く有する人であるといえる。こうした経営革新行動がＫ氏の農業
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経営における技術革新、経営革新行動を育むこととなった。それまで農業生産の経験がなかっ

たＫ氏は、技術取得のため、就農した翌1999年の４月から「全国の有名生産者を訪ね、試行

錯誤を繰り返した」というように自ら技術革新していく基盤づくりを開始した。この革新行

動により、その地で生まれ育ち、受動的に農業生産を行っている農業者の技術水準を短期間

に追い越し、「まもなく地域ではトップ」の農業技術者となった。農業技術の「こだわりは

土づくりで、稲わらなどを使って畑の土を発酵させ、有用な微生物が多く生息できる独自な

環境をつくる」「土づくりに10年以上かかり今も改良」ということに示されている。その成

果として、2002年７月には、岡山県における「エコファーマー第一号」となり、2007年には

トマト栽培におけるＫ氏が行う技術を月刊誌に紹介するまでとなった。18）　さらに、この月

刊誌には「20ａのハウスで「桃太郎エイト」を栽培。就農当時の収量は10ａ当たり８ｔほど

だったが、月齢のリズムに合わせた管理を取り入れた現在は15ｔほどとれるようになった」

とその技術による実践的成果を示している。

（２）販売革新基盤の成立過程

このような農業技術により収穫された農産物の販売においては、当初からその独自性を評

価してもらえたわけではなかった。19）　ただ、就農前の職場で、「バブル期であったことも

あり、 高品質の食材が高価格で需要される現場を体験したので富裕層に標的を置いた商品作

りには自信があった」ため、販売についても地元の農協に任せることなく高品質の糖度の高

いフルーツトマトを生産し、自ら百貨店に持ち込むことをした。しかし、規格基準が厳しく、

全て規格外品として扱われ、高付加価値品にもかかわらず利益を出しにくかったとされてい

る。こうした時期の2008年に「地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と

商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮していくことと

なるよう」という取組が、農林水産省と経済産業省の「密接かつ有機的に連携」で行われて

おり、地元の阿哲商工会を通じた経営指導を受けることとなった。具体的には、中小企業ネッ

トワーク強化事業によりトマトのブランディングに取り掛かったのである。まず、これまで

高品質品の安定生産を目指していたものを東京の富裕層への贈答品を中心とした高級品販売

というように販売ターゲットを絞り、そのために商品ブランドを明確にしていった。これま

でのように高品質品に対し、大きさや糖度、味といった個々の特性を示すブランド名をつけ

ると共に贈答用専門のネット販売用の生食用商品、さらに生食用のように形態のみではなく

トマトの独自な味、糖度の特性を示す加工用商品の開発、需要の創造促進を行うデザインを

加味したマーケティング・マネジメントを行っていった。　この市場行動の成果は、2011年

以降の顧客志向型マーケティングによる生食および加工品の商品開発を促す六次産業化の認

定やビジネス・プラン・コンテストの受賞となった。具体化には、2010年から始まった「都

会での雇用より田舎での生業づくり」という理念に基づく内閣府の「地域社会雇用創造事業」

において「農村の六次産業を担う企業家（農村六起）のイノベーター（革新者）」の認定を

㈱ふるさと回帰総合政策研究所から受け、2011年度からはじまった農業の六次産業化事業に
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おいて岡山県における第一回の認定を受けることとなり、近年ではターゲットを中国市場お

よび海外の富裕層をも対象としている。20）

２）地域の農商工連携による六次産業化

―岡山県津山市の小麦産地・商品「津山ロール」「津山餃子」づくり―

（１）地域自然条件に適合する良質小麦の開発

ここでは、記述した個別経営体ではなく地域の農商工連携によるネットワーク形態の農業

の六次産業化について岡山県津山市における事例を見る。

かつて大麦の産地であった岡山県北部の津山市は、戦後の麦貿易の自由化により1985年頃

には殆ど栽培されなくなっていた。こうしたかつての大麦の産地において再び麦栽培が注目

され出したのは水田転作作物として奨励されるようになったことに起因する。麦は、1978年

から、自給力向上の必要が高い転作作物、2000年から、「食料・農業・農村基本法」により

需要に応じた米の計画的生産のための水田における本格的生産が推進されてきた。こうした

中で津山市の集落営農法人において、津山農業県普及指導センターと協力して、転作作物と

して大麦、小麦の試験栽培を始めた。当初は「収穫時期の早い大麦を有望視していたが、湿

害を受けて生育が抑制され収量が上がらなかったのに対して、小麦は大麦ほど湿害の影響を

受けず生育すること」を確認した。21）

このような中で小麦の新品種「ふくほのか」の試験栽培が2008年からこの集落営農法人に

於いて行われるようになった。この「ふくほのか」は、農林水産省中国農業試験場において

1991年から交配開発がすすめられ、その後代から派生系統育種法により育成され、2005年に

「ふくほのか」として命名登録され、同時に品種登録出願をして、2009年に登録されたもの

である。22）　岡山県においては、2000年から奨励品種決定基本調査予備調査、2002年から生

産力検定及び現地調査によりその生育、収量、品質、加工適正などの検討を行い、2012年に

岡山県奨励品種に採用された。この「ゆめほのか」は、1957年に岡山県の奨励品種に採用さ

れて以来、岡山県の小麦作の主要品種として栽培されてきた「シラサギコムギ」に替わる新

品種となったのである。津山市においても「稈長が短く、成熟期が早い上に、収量・品質や

加工適正の面でも優れ ･･･ 収量は10ａ当たり300kgを超え、倒伏もなく期待以上の結果 ･･･

農家からも栽培しやすく収量も確保できるとの意見があり、ＪＡ・市が連携し、小麦「ふく

ほのか」を地域振興作物として作付推進することにした」ため、2009年に作付面積が７ha

であったものが、2012年には58.6haに拡大した。この拡大要因には、「排水対策と病害防除

を中心に個別巡回で指導を徹底した」という技術指導面、「ＪＡと連携してつやま麦経営者

部会を設立し、農業者個別所得補償制度の周知や産地資金の活用推進、栽培暦や収支モデル

の作成等により、作付推進と高品質麦に向けた指導」といった生産振興もあったが、この小

麦を製粉加工し、販売する農商工連携という地域ぐるみの地域ブランド推進体制の整備が合

わせて実施されたことにより実現した。

（２）農商工連携での地域ブランドづくりによる地域内六次産業化の実現
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水田転作を新たに奨励作物となった小麦の新品種導入により推進しようとした津山市にお

ける生産対策は、それだけではなくその一次産業品目を地域内で加工し、製品化し地域ブラ

ンド品として販売することにより地域内六次化を実現していったことに特徴がある。既述し

たようにこの時期は、農商工連携、六次産業化の推進政策が醸成されていたが、小麦産地化

を図っている生産者、ＪＡは、「市とともに市の外郭団体で地域の商品開発支援を行ってい

るつやま新産業創出機構に相談を行い、地元小麦を使った加工品開発を推進する話しがまと

まった」とされている。23）　そして「つやま新産業創出機構の支援のもと、市・ＪＡ・生産

者・加工業者等とともに2008年に「津山圏域地元小麦普及促進協議会」を設立し、農商工連

携の体制整備」が出来上がったのである。それを示したものが図２である。

図２　農商工連携による六次産業化体制

この図に示されているように津山圏地元産小麦普及促進協議会の設立により、地元の農業

関係機関、小麦生産者、各種商工業者の連携による農商工連携体制が出来上がったが、その

具体的商品開発は、岡山県の「あぐりトライアングル推進事業」（2009年～2011年）を活用

して協議会に参加する和洋菓子業者８社が「ロールケーキを作り、「津山ロール」という統

一ネーム、同一価格で販売することとなった。「津山ロール」は「販売開始直後から、話題性、

宣伝ＰＲにより、６万本、７千万円以上を売り上げるヒット商品」になり、これに続く統一

ブランドとして「平成22年７月頃から「津山餃子」の商品開発に取り組み、同年11月から販

売が開始」されている。これに影響されて、地元の製パン業者から地元産小麦を使ったパン

の商品開発の要望が上がってきたため、2011年産から製パン適性の高い品種「みなみのかお

り」の栽培試験、パン加工試作も開始された。この後、2012年産からは「みなみのかおり」

より多収性で耐病性があり、より製パン性があるという「せときらら」、平成25年産からは
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製パン性の強力粉の「ゆめかおり」を導入し、2014年産では「「ふくほのか」と「せときらら」

が合わせて約124haの作付」するまでになっている。ただ、当初の小麦生産量が少なく、外

部業者に地元産の数十トンの小麦製粉依頼するのは困難であったが、2012年に約200ｔの収

量に達したため、2013年にＪＡつやまに県下はじめての製粉施設が設置され地域内で製粉が

可能となり、その津山小麦100％の小麦粉の製品に「津山産小麦（＂穂＂）で、津山地域の＂美＂

しく＂恵＂まれた自然を守ろう（＂保＂）という願いを込め」た「穂保恵美」ということから

「津山のほほえみ」というブランド名で商標登録を行った。つまり、これらの「津山ロール」

「津山餃子」「津山のほほえみ」等は、地域の小麦という「農林産物」を利用し、製粉により

小麦粉という「加工品」に地元で行い、地元の商品にして消費するための需要創造を行う地

域ブランドによる地域振興策である。24）

３）広域農商連携による六次産業化

（１）広域な六次産業化の形成基盤―広域な農産物集荷加工体制の実現―

ここでは、これまで指摘した個別農業経営体、市町村域の農商工連携による六次産業化よ

り広範囲の全国規模のネットワークによる六次産業化の形態についてみると図３のとおりで

ある。

図３　広域農商工連携による六次産業化

ここに示す農業の六次産業化の対象となる株式会社ＶＣは、カット野菜を広域に供給する

事業体であり、六次産業化を大規模に行う「農林漁業者への出資や経営支援」する「官民ファ

ンド」を利用している。この農林漁業成長産業化ファンドは、2012年12月に株式会社農林漁

業成長産業化支援機構法が施行されたことにより設立が可能になったものである。この対象
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となる事業体は、2011年の六次産業化法により「農林水産大臣から六次産業化への取組に関

する計画の認定を受けた事業体（六次産業化事業体）」で「農林漁業者の出資比率がパートナー

企業の出資比率を上回る（＝農林漁業者を主たる経営者とする）」条件を満たすものに限ら

れている。25）

㈱ＶＣは、2013年10月に茨城県、長崎県、宮崎県の１次産業者、広島県福山市の２次産業

者であるＢ漬物協同組合、３次産業者として福岡県の青果会社２社、Ｂ漬物有限会社、東京

都の仲卸会社のＶＴ社が「ちゅうぎんアグリサポートファンド」の支援を受け設立された。

「ちゅうぎんアグリサポートファンド」は、中国銀行、中銀リース、株式会社農林漁業成長

産業化支援機構が共同で「六次産業化に取り組む農林業者および商工業者を支援する地域

ファンド」で、㈱ＶＣへの投資は、第１号投資案件で、株式会社農林漁業成長産業化支援機

構が手掛けるファンドで中四国第１号案件、全国初の広域連携案件であった。26）　㈱ＶＣの

原料野菜の調達、カット野菜の加工、カット野菜の販売は、図３に示す通りであるが、大量

の野菜調達と加工による商品づくりシステム構築は、小規模農業経営が主体の我が国におい

ては大きな成立条件となっていた。この会社の社長はＢ漬物協同組合（2017年６月にＢ漬物

株式会社に社名変更、10月にＢ漬物有限会社と合併）社長のＳ氏であり、この会社の隣接地

に㈱ VSが立地しているが、この会社の加工の製造力・品質管理力、それにそれまでに培っ

てきた原料調達力がこの広域の六次産業化を可能にした。ここでＢ漬物㈱の沿革をみると、

1946年に創業して1950年から漬物製造業の有限会社を設立しているが、1997年に和風キムチ

を開発し販売し始めることから会社業績が急成長した。27）

日本におけるキムチの消費量は、1990年代から急激に伸びたとされ、さらに「韓国側が輸

入した中国産白菜のキムチから寄生虫が発見された事件が大きく起因しており、2005年から

2006年の間に日本のキムチ輸入量は46.4％減少」し、日本産キムチが日本の主流になったこ

とがこの急成長の要因といえる。その後、2005年10月に「韓国・中国キムチ寄生虫騒動勃発、

中国からの白菜輸入をストップし、国産白菜への全面切替」とＢ漬物㈱の沿革に記してある。

ただ、これを実現するためには大量の国産白菜集荷が必要で、そのために福岡の青果会社と

の連携した取引を完成させていった。現在、株式会社ＶＣでは、「年間150万ケースの白菜を

使い」とあるが、それを福岡Ｄ青果㈱が「原料調達を100％担当」し、「全国の優良生産者と

提携し ･･･ 独自の管理システムで農場を管理・コントロールすることにより、四季を通じて

安全・良質でおいしい野菜を安定的に取り揃える」ことを可能にしている。収穫時期で地域

を分け、１～５月は宮崎、大分、熊本、夏場の６～７月が長野、８～10月が長野、北海道、

冬場の11～12月が大分、熊本といったことを標高差も加味しながら実施しているようである。

こうした野菜集荷と漬物加工で培った「菌の増加を防ぐため」の「全て４℃の低温環境」に

おける野菜カットの品質管理システムが完成したのである。

（２）広域六次産業化の販売体制成立基盤

Ｂ漬物㈱が構築した野菜の集荷および加工および製品管理システムを基盤にしてカット野
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菜事業を行う集荷、加工、製品管理体制が出来たが、新商品のカット野菜の販売体制が具体

化されることにより広域の六次産業化が完成することになった。このため、既にカット野菜

を生産し販売している製造・販売している企業との連携が必要であった。これらの企業は、

既に、農家と契約栽培を行っており、１次産業×２次産業、１次産業×３次産業という形態

で六次産業化を行っていた。Ｂ漬物㈱は、福岡Ｄ青果㈱と和風キムチという商品販売で農家

との契約栽培をしていたということで六次産業化を行っていたが、六次産業化法に示される

資本規模で１次産業が５割以上を占める農業の六次産業化事業を新商品のカット野菜で広域

に行うためには、前述した六次産業化している企業との連携が必要であった。

図３における「六次産業化事業体」の㈱ＶＣのＨＰにおいて福岡Ｄ青果㈱が「原料調達を

100％担当」とし、「全国の優良生産者と提携」してとされているが、第１次産業者の一つの

Ｋ農業生産㈱についてみると、「茨城県古河地区・境地区、栃木県野木地区にて農業活動を行っ

ており ･･･ 市場販売のほか、業務用向けの契約栽培を ･･･ 総圃場面積17町」で行っている。

ここでは、「正社員５名」が「ＪＧＡＰ指導員」として「安全な農場運営」しており、主に「長

ねぎ」の「周年栽培」、「キャベツ」を「春、秋冬の年２回収穫」し、特に「４月、５月の端

境期に出荷が取り組めるよう」にしている。この会社は、全国規模で「市場間取引、外食、

商社へ向けた業務用野菜の契約取引、給食センター、レストラン等へのデリバリー」、さら

にカット野菜加工を行う「国産野菜の青果問屋」の㈱ＭＤによって2006年に農業生産組合と

して発足し、翌年、株式会社へ組織変更したものであるが、独自な安全技術による野菜の安

定供給のほか、カット野菜の情報の提供を可能にしている。また、３次産業者として福岡市

にある仲卸業者のＭ青果㈱は、自ら、生産者と関係性を高めて青果物集荷をし、カット野菜

も行い、さらに全国の仲卸業者で青果物集荷のネットワーク機能を持つ会社を設立し、外食

産業、加工食品産業、スーパー・小売店さらに海外市場に向けて野菜の周年安定供給体制を

築いている。同じく３次産業者の㈱ＶＴは、関東地方を主な商圏とした仲卸として創業した

後、農産物加工および産地サポートセンター、「少量化・小分け加工のための」プロセスセ

ンターを設置し、新商品開発による量販店対応部門を開設しながら日本ＧＡＰ協会推奨検査

機関として残留農薬、土壌診断等をする理化学分析センターを設立して契約農家のＧＡＰ取

得に支援を行い、「安全・安心」「健康」および「循環型農業」にも取組み、また福岡にある

前述の㈱Ｍ青果のカット野菜等の関連会社にも出資している。

このように㈱ＶＣは、Ｂ漬物㈱が和風キムチを主体に福岡Ｄ青果㈱とともに築いた製造販

売システムを基礎に、福岡Ｄ青果㈱が「各地の優良農業者」および１次産業者から原料調達

を「100％」行い、Ｂ漬物㈱の技術指導の下、二社がこれまで築いてきた１次産業者、３次

産業者からの出資、ちゅうぎんアグリサポートファンドからの出資、経営支援を受けて成立

したのである。この「六次産業化事業体」は、Ｂ漬物㈱び福岡Ｄ青果㈱の連携が成立基盤に

あること、農業者を含む１次産業者と契約栽培、市場情報提供、リレー出荷システムの構築、

ＧＡＰ取得支援等で連携を強め、出資主体の３次産業者がカット野菜に関する製品管理、輸
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送技術、商品開発等を含む独自な技術体系を保持しており、それによる良質、安全、安定出

荷を外食産業、加工食品産業、スーパー・小売店に主導的に提供できたこと、さらに関東を

中心とするカット野菜商圏で商取引を行い、しかも二次産業、三次産業の機能を持つ１次産

業者、３次産業者を出資者とし、「西日本一帯」をカット野菜の販売ターゲットとすること

により農商工連携による広域な六次産業化が成立したのである。28）

６．おわりに―多様な農業の六次産業化の成立要因―

農業の六次産業化については、今後の農業経営の在り方をその社会的役割を見る上で注目

されてきているが、日本における現段階における特徴としてその形態に多様性があることが

研究成果でも明らかになっている。ここでは、その実態とその要因を明らかにするための考

察を行ってきたが、以下のようなことが明らかとなった。

第一に、農業の六次産業化を支援する政策内容が、農業の六次産業化の提唱者の内容と比

べて多様であることが示された。農業の六次産業化を提唱した今村奈良臣氏は、農業が生産

過程のみ担当するようになっており、農業が一次産業部門の他に二次産業部門、三次産業部

門を取り込むことが重要であり、これにより農業の六次産業化が成立するとしたのである。

これに対し、政策内容は、一次産業の「農林漁業者等が主体となって」「新商品を開発する

取組や ･･･ 新たな販路を開拓していく取組」を「総合化事業」として実施するとしたものの、

農林漁業者等が単独ではなく、その取り組みを支援する農外企業も支援組織として事業計画

に参加が認められるため事業内容が広域で多様化するものとなっているのである。また、政

策実施の対象が、これまでの延長線上にない「新商品の開発・生産」であり、その売上高が

「５年間で５％以上増加」し、「終了年度は黒字になること」とされているため、そのための

経営計画がすでに準備できていない農業生産に専念してきた多くの小規模な農業生産者には

単独で六次産業化を実施することは困難で、参加できたとしても単なる材料提供者に陥りが

ちで、その点で多様な「促進事業者」としての農外事業者が実質主導する多様な六次産業化

となる要素があったことを示した。

第二に、こうした六次産業化政策を支援していく組織としての六次産業化地域サポートセ

ンターが道府県によって異なっており、必ずしも農業関係組織でなく、中小企業関係団体、

それ以外の観光事業団体も含まれていることから多様な事業となった。確かに農業の多面的

機能から農産物等のものづくりではなく観光資源の活用という無形な経済価値であるサービ

ス資源による農業の六次産業化が考えられたこと、経済産業省による農商工連携政策も推進

されており、これと明確な区別のない六次産業化地域サポートセンターの設立が多様な六次

産業化となったのである。

第三に、地域の農業生産基盤および農業関連産業基盤により六次産業化政策の認定状況に

地域差を生じさせることになりこのことが多様な六次産業化成立の要因となった。農業生産

基盤が大規模な北海道や九州、農業関連産業基盤が多く存在する関東・東海・近畿といった
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地域においては、六次産業化が成立する基盤が存在しており、農業の多面的機能も発揮しや

すいという点から多様な六次産業が成立したことを示した。

第四に、政策による六次産業化が困難な地域とされる小規模農業経営地域の中国地方とい

うように同一地域に限定しても多様な六次産業化が成立していることを示した。多様な六次

産業化の形態としては、個別農業経営者によるものと、地域の農業者と商工業者の連携によ

る地域ブランドにより商品開発するものと、地域で培った農産物集荷システムを基盤に県レ

ベルを超えた広域な商品開発による六次産業化の存在を示した。個別農業経営者の場合、農

外からＩターンしてきた農業者で、優良品の生産のための技術革新を自ら取得すると共に、

独自な販売努力をする中で新商品開発に向けて六次産業化地域サポートセンターである地元

の商工会からマーケティング的支援を受けることによって農業の六次産業化を実現していっ

た。この形態とは異なる地域による六次産業化では、地域に適合した小麦の導入に対し、そ

れを地域資源利用の商品化を目指す行政主導の組織に地元の食品業者が参加し商品化し、最

終的にはＪＡによる小麦を製粉する加工を実施することにより地域の農商工連携の六次産業

化が完成した。さらに他県の青果物卸業者と県域を越える野菜集荷システム確立に成功した

地元の製造販売業者が、そのシステムを基盤にカット野菜の広域六次産業化を実現した。こ

れは、このシステム形成で関係し既に自ら加工販売を行う１次産業者の資本出資比率を過半

数にすることで、すでに加工販売をする３次産業者の出資と地元金融機関のファンドによる

出資、経営支援を受け発展可能性のある市場域を西日本一帯とすることで広域六次産業化を

形成したことを示し、同一経済条件地域でも六次産業化の多様な形態が成立していることを

示した。

このような多様な六次産業化成立の要因の考察から、農業の多面的機能を活用すること、

それによる多様な新商品の開発を顧客志向型マーケティングといった手法を取り入れること

で農村地域の経済活動の発展の可能性を見ることが出来た。農業の六次産業化という視点か

ら農業部門への経営成果の分配を確認して農業経営および農村振興策についてみていく必要

がある。

注

１） 日本における政策は、2010年12月３日に公布され、2011年３月１日に施行された「六次

産業化法」（正式名は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律」、中国における政策は、2015年12月30日に成

立し、2016年１月４日に中国国務院弁公庁が発表した「農村における第１、２、３次産

業の融合的発展推進に関する指導意見」（中国名「国务院办公厅关于推进农村一二三产

业融合发展的指导意见」）である。後者は「中国版の「農業の産業化」推進文書に相当

する」（劉家敏「農村における第１、２、３時産業の融合的発展推進に関する指導意見」

『みずほ中国政策ブリーフィング』みずほ総合研究所、2016年２月18日、https://www.
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mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/briefing/pdf/R216-0047-XF-01）

といわれている。六次産業化についての詳述は後述する。

２） 六次産業化政策の課題については、櫻井清一「六次産業化政策の課題」『フードシステ

ム研究』第22巻第１号、2015年。

 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jfsr /22/1/22_25/_pdf。この課題でも示されている「付

加価値の農村への帰属」、「経営体自ら商工部門を内部化」といった農業主導の六次産業

化についての事例分析を主とした研究成果としては、高橋信正編著『「農」の付加価値

を高める六次産業化の実践』筑波書房、2013年。

３） 六次産業化の理論的研究としては、小林茂典「六次産業化の理論的整理」。www.maff.

go.jp/primaff/koho/seika/.../26_02_rokujika_4.pdf　佐藤和憲「野菜農業の構造変化と

野菜ビジネスの展開」『食料・農業・農村の六次産業化』農林統計協会、2018年、

pp.215-238。

４） J.A.シュンペーター（Joseph Alois Schumpeter）は、「「発展」とは、経済が自分自身

のなかから生み出す経済活動の循環の変化のことであり、外部からの衝撃によって動か

された経済の変化ではなく「自分自身に委ねられた」経済に起こる変化とのみ理解すべ

きである」とし、この発展は、新しい「財貨の発見」・「生産方法」・「販路の開拓」・「原

料あるいは半製品の新しい供給源の獲得」・「組織の実現」による生産・販売・組織の革

新を示し、これを「新結合の遂行」（Durchsetzung neuer Kombination）としている。

この遂行を本稿ではイノベーションとする。そして、この遂行を「自らの機能とし、そ

の遂行にあたって能動的要素となる経済主体」を「企業者（Unternehmer）」とし、こ

うした創造性のある機能をもつ主体が経済の変革に不可欠としている。シュンペーター

『経済発展の理論（上）』塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳、岩波文庫、1995年、

pp.161-208。

５） これまで日本における経営条件の不利な地域である島根県の農業経営を対象にしてそこ

における加工・販売部門の統合の成立条件について考察してきた。谷口憲治「小規模農

業ネットワーク化による地域経済発展システム」『「農」の付加価値を高める六次産業化

の実践』筑波書房、2013年、pp.123-132、谷口憲治「小規模農業経営体における六次産

業化形成要因―島根県自治体農政による支援体制の取組を中心に―」『食料・農業・農

村の六次産業化』農林統計協会、2018年、pp.447-469。

６） 今村奈良臣「第六次産業の創造を　21世紀農業を花形産業にしよう」『月刊地域づくり』

1996年11月、httm://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/bookmonthly/9611/html/t0.htm

（第一論文）、今村奈良臣「農業の六次産業化の理論と実践−人を生かす　資源を活かす　

ネットワークを拡げる−」『SRI』No.100　2010年６月（第二論文）。後の論文に「今か

ら16年前に ･･･ 最初に呼びかけたのは私」（p.３）としていることから「農業の六次産

業化」は、1994年から提唱されていたことがわかる。谷口憲治「集落営農の「六次産業
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化」と「コミュニティ・ビジネス」による農村振興」『農業と経済』2012年４月。

７） 農林水産省『2016年度六次産業化支援対策の予算概算決定の概要』2015年12月　http://

www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/yosan/pdf/28_yosan.pdf

８） 六次産業化について「農林業漁業者等」、「農林水産物等」の規定は後述のとおりで詳細

は注14）資料参照　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/houritu/pdf/6jika.

pdf

９） 総合化事業計画の認定要件　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/ sinsei/pdf/

nintei_youken.pdf

10） 農林水産省「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画作成のためのガイドライ

ン」2015年６月　http://www.maff.go.jp/hokkaido/form/pdf/2706_sougouka_guide.pdf

11） 日本における農業者が自ら生産物の商品化に無関心となった要因について、農業協同組

合の機能的展開面から考察したものとして、谷口憲治「日本における農業協同組合の現

局面―農政主導の農協から自立農協への模索―」谷口憲治編著『農協論再考』農林統計

出版、2014年、pp.143-155、ここでの「ものづくり」は、もともと単純な製造業を表現

していたが、1990年代のグローバル化社会になって製造業とサービス業の境界が流動化

する時代なっており、「設計情報の流れを軸とした「開かれたものづくり論」であり、

それにもとづく多面的な媒体分析あるいはアーキテクチャ特性の分析」が必要とされる

とされている。藤本隆宏『ものづくり経営学』光文社新書、2007年、pp.9-11。

12） 農林漁業の六次産業化の推進に関する政策評価　関連資料　www.soumu.go.jp/main_

content/000450989.pdf

13） 都道府県域を越える支援組織として中央サポートセンターが存在するが、そこにはこの

地域サポートセンターと同じく、事業全体の責任者である統括企画推進員、事業実施に

係る企画立案を行う企画推進員及び経理責任者、および六次産業化プランナーとしてが

存在し支援している。農林水産省「六次産業化サポート事業実施要領」http://www.

maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/180205_6-4.pdf

14） ＪＴＢ沖縄については、https://jtb-okinawa.co.jp/communication/ncci/。ＪＴＢ西日本

については、file:///C:/Users/Owner/Downloads/exer_file1.pdf

15） 農林水産省「六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定の概要」（累計：2018年

４ 月27日 現 在 ）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/nintei/attach/pdf/

index-69.pdf

16） 企業者とは、創造的経営機能を有する人というシュンペーターの概念によるものである。

J.A.シュンペーター『経済発展の理論』（塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一）岩波文庫、

1977年。

17） 「山陽新聞」2012年11月18日付。以下の事項はこの資料に基づいている。

18） 「小潮で開花・大潮で満開、トマトのリズムが見えてきた」『現代農業』2007年５月号、
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pp.138-143。ここでは、論題にも示されているように月齢とトマト栽培技術の関係を述

べている。この考えはルドレフ・シュタイナーの有機農業理念に基づいたバイオダイナ

ミックス農法（シュタイナー農法）があり、それに基づき「月のリズムと作物のリズム」

「月齢に合わせた管理と観察の仕方」「防除の仕方」「追肥の仕方」が記されている。

19） ㈱ＫファームでＫ氏から2014年10月25日の聴き取り調査による。

20） 内閣府の「地域社会雇用創造事業」）については http://www.furusatosouken.

com/120705noson6th.pdf。農業の六次産業化事業についてはおいて岡山県における第

一回の認定を受けることとなった。　http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/sixthnintei

「岡山県第８回しんきん合同ビジネスコンテスト最優秀賞」2012年、「第26回東京ビジネ

スサミット」2012年、「せとうちアグリビジネスコンテスト」2012年、観光庁「世界に

も通用する究極のお土産」2013年を受賞している。また、ここに示す「イノベーター（変

革者）」は、エベレット・Ｍ・ロジャース『イノベーション普及学』（“Diffusion of 

Innovations”）翔泳社、2007年による。

21） 岡山県「小麦新品種普及と農商工連携による麦産地の復活」

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/pdf/2 -33_okayama.

pdf#search=％27小麦新品種の普及 +岡山県％27

22） 岡山県については、大久保和夫ら「岡山県における小麦の新しい奨励雛酒＇ふくほのか＇

の諸特性」『岡山県農業研報３』2012年　http://www.pref.okayama.jp/uploaded/ 

life/424264_2731315_misc.pdf#search=％27ふくほのか +小麦％27、新品種育成につい

ては、石川直幸ら「製粉歩合が高く面の食感が優れる多収小麦品種「ふくほのか」の育

成」『近畿中国四国農業研究センター研究報告（10）』2011年、https://agriknowledge.

affrc.go.jp/RN/2010812647.pdf

23） つやま新産業創出機構は、1999年に「産学官連携による新事業・新商品開発による産業

発展に寄与する目的」で「産官学民連携組織の事務局」として設置された「津山市の外

郭団体である」つやま新産業開発推進機構を2008年に名称変更したもので「地域企業や

事業者に対して新技術・新商品開発から販路開拓まで一体的にサポート」する組織であ

る。ここで推進する事業は、「津山食料産業クラスター」と「ステンレス産業クラスター」

事業を展開しており、前者の事業の地域ブランド「つやま夢みのり」の中において「津

山ロール」「津山餃子」の取組が行われている。この認証は、「ブランディング、デザイ

ン、販売等の専門家」により審査され、「魅力的な商品へブラッシュアップする」ため

に３年間の認証期間を設け、その後再審査するようにしている。経済産業省中国経済産

業局『平成24年度地域資源を活用した商品開発・ブランド化における知的財産権活用促

進調査事業　報告書』http://www.chugoku.meti.go.jp/research/kikaku/pdf/brand_

h24fy/130307_1.pdf#search=％27地域資源活用 +ブランド化 +認証基準 +つやま新産業

創出機構％27。つやま新産業創出機構は、2015年３月に解散し、４月につやま産業支援
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センターが設立された。

24） 地域ブランドを「地域＋商品名」と「地域自体のブランド」の「２つの側面」と捉え、

それらの「相乗効果についての指摘や、地域内部の関与者をブランド構築の主体として

考えるべきという研究成果に基づくものである。福岡賢昌「地域ブランド構築プロセス

にみる自治体による戦略的な「場」のデザインー単数主体と主体転換の促進への取り組

みー」地域ブランドと地域の価値創造』地域デザイン学会誌『地域デザイン』第２号、

2013年。ここの小麦製粉は「小麦粉６に対しふすま４の割合に製粉」されるが、「ふす

まは牛の飼料『つやまの牛ほほえみ』として出荷され、津山小麦を食べて育てたブラン

ド牛『つやま牛』として育てられています」（岡山県飲食業活性化団体六式会「生産者

様と産地をお客様と繋げよう in津山その１」2015年11月15日）とされており、地域ブ

ランドの相乗効果を示している。

25） 農林漁業成長産業化ブランドの詳細は、堀千珠「六次産業化の推進に向けて」みずほ総

合 研 究 所、2016年 ７ 月13日、https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/

insight/pl160713.pdf#search=％27ファンド +六次産業化％27を参照。

26） 中国銀行・中銀リース「Chugin　News　Release」2014年４月15日

27） 2014年６月14日Ｂ社での聴き取りによる。また、Ｂ漬物の沿革　http://www.

bingotukemono.jp/12/6/とWikipediaの「キムチ」https://ja.wikipedia.org/wiki/キム

チ #cite_note-13参照。

28） カット野菜は、野菜需要が家計用から加工・業務用へシフトする中で成長し、これに対

応して1988年に青果物カット野菜事業協議会、2000年に野菜ビジネス協議会が設立され、

2015年５月にこれらが統合して野菜流通勝人協議会が設立された。その会員51社の内、

関東27社、近畿６社、九州５社、東北、北陸各３社、北海道、東海各２社、東山、中国、

沖縄各１社となっている。野菜流通カット協議会「会員名簿」、http://www.vedica.jp/

about/member_list




